
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人高野誠三の上告理由第一点について。

　所論の如く原判決は一審判決と全く異る事実認定をしておるが、原判決挙示の各

証拠によると原判決判示の事実を認定することができる。原判決は経験法則に反し

て事実を認定したとは認められない。論旨は理由がない。

　同第二点について。

　論旨は死因贈与も遺言の方式に関する規定に従うべきものと主張するが、民法五

五四条の規定は、贈与者の死亡によつて効力を生ずべき贈与契約（いわゆる死因贈

与契約）の効力については遺贈（単独行為）に関する規定に従うべきことを規定し

ただけで、その契約の方式についても遺言の方式に関する規定に従うべきことを定

めたものではないと解すべきである。（同趣旨、大正一五年（オ）一〇三六号、同

年一二月九日、大審院判決、集五巻八二九頁）論旨は理由がない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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